
 

審査 

（眺望景観の基準に適合する場合，

２週間程度） 

手続の流れ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要に応じて， 

事前協議区域（デザインレビュー）の申請， 

事前相談書の提出 

建築等届の提出 

美観地区，美観形成地区，建造物修景地区の申請を行う場合，届出は不要です。 

建築等届副本の返却 

 

建築確認申請手続 

建築確認申請の手続きが必要な場合は，建築確認申請に先立ち，建築等届の手続を完了させて

ください。 

工事着工 

完了届の提出は必要ありません。 


